
 

「医療費のお知らせ」について 

農林水産省共済組合では、医療機関等から届く共済組合負担分の医療費の

請求書（レセプト）に基づいて、みなさんとご家族が組合員証で受診した

ときの医療費総額、本人負担額、還付金額などの明細を医療費全体の認識

のため「医療費のお知らせ」として通知を行っています。 

●「医療費のお知らせ」の注意事項 

以下のとおり、実際の支払いと異なっている場合がありますので、お手

持ちの領収書を確認のうえ、確定申告（医療費控除）の参考資料としてご

使用ください。 

 

・１２月受診分は含まれておりません。 

・１１月受診分が高額療養費等の対象になっている場合は、２月下旬に給

付される給付金の金額と一致していることをご確認ください。 

・１月～１１月受診分についても、国家公務員共済組合連合会共同事業実

施要領により産婦人科および精神科の受診分は除いており、それに関連

している受診分は除かれていることもありますので、領収書をご確認く

ださい。 

・高額療養費等が支払われていないのに共済組合からの補てん額（Ｂ）に

金額が記載されている場合は、記載内容を修正してください。 

・船員組合員の方が船員療養補償対象の療養を受けた場合、窓口負担額が

０円であっても加入者の支払額（Ａ）は医療費総額の３割の金額になっ

ております。 

 

 

※「医療費のお知らせ」に記載されているものは、農林水産省共

済組合の組合員証（保険証）を使用して医療費を支払った分

のみです。 

 

※確定申告（医療費控除）の詳細については、国税庁にお問い合わせくだ

さい。 
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